
2025 年 7 月 15 日 

お客さま各位 

 

 

債券及び投資信託取引における約款等の改訂のお知らせ 

 

 平素より、敦賀信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 この度、当金庫では、以下のとおり「債券及び投資信託取引における約款等」を改

訂しますのでお知らせいたします。 

 なお、改訂後の約款等は、改訂前からお取引いただいているお客様に対しても適用

されますので、予めご了承ください。 

 

記 

 

１．改訂約款等 

(１) 投信取引約款 

(２) 投資信託受益権振替決済口座管理規程 

(３) 投資信託受益証券等の保護預り規程 

(４) 振替決済口座管理規程（振替国債） 

(５) 国債証券等の保護預り規程（国債証券等） 

 

２．改訂日 

２０２５年８月１日 

 

３．主な改訂内容 

(１) 改正番号法に伴う改訂 

前記２．約款等の条項「共通番号の届出」に記載する「同条第１５項に規定する

法人番号」の記述を「同条第１６項に規定する法人番号」に改める。 

(２) その他 

 

 

https://www.shinkin.co.jp/tsuruga/upload/news-pdf/76c6e9c83dc3e1cf5e3b35dc68cd9087.pdf
https://www.shinkin.co.jp/tsuruga/upload/news-pdf/6ddba41ab11c110b988313e94c304018.pdf
https://www.shinkin.co.jp/tsuruga/upload/news-pdf/9f5e5561ed216e6f3b334e20541c9b20.pdf
https://www.shinkin.co.jp/tsuruga/upload/news-pdf/7eccc7dd8125a520e39bb964f554647c.pdf
https://www.shinkin.co.jp/tsuruga/upload/news-pdf/897ff5c3e750e56de4b83521c8bf08a5.pdf


３．改訂箇所はこちらからご覧ください。 

(１) 投信取引約款新旧対照表 

(２) 投資信託受益権振替決済口座管理規程新旧対照表 

(３) 投資信託受益証券等の保護預り規程新旧対照表 

(４) 振替決済口座管理規程（振替国債）新旧対照表 

(５) 国債証券等の保護預り規程（国債証券等）新旧対照表 

 

以上 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

敦賀信用金庫 業務部 

ＴＥＬ：０７７０－２２－９４３１ 

https://www.shinkin.co.jp/tsuruga/upload/news-pdf/5afad1a5effe2e89698926ca91b8e0b9.pdf
https://www.shinkin.co.jp/tsuruga/upload/news-pdf/bcb7ec3170ba8fc2e2f3cf27362fecc6.pdf
https://www.shinkin.co.jp/tsuruga/upload/news-pdf/63119b203ee1baca6d5593e950d60011.pdf
https://www.shinkin.co.jp/tsuruga/upload/news-pdf/f6575db0947eef5062a1fe090c16aea2.pdf
https://www.shinkin.co.jp/tsuruga/upload/news-pdf/ea3cfb463e75d24d57affa06eb5f03d5.pdf

